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様々なモノやサービスの値段が上

がり続けています。特に子育てにか

かる費用は、高校の授業料が実質無

償化されるとはいえ、依然、負担が

大きいもの。シニア世代のお客様か

らは、子どもの家計を少しでも援助

したいというご相談も増えています。 

そこで今回は、生活費や教育費の

援助に対する課税について解説しま

す。 

 

●生活費や教育費を援助したとき

の贈与税は？ 

みなさんの日々の生活費は、誰が

負担しているでしょうか。自分の収

入や財産で賄っている方もいれば、

配偶者や親、子どもたちが負担して

いるという方もいるでしょう。 

生活費などを負担し合わなければ

ならない関係のことを、「扶養義務

者」といいます。相続税法では、配

偶者、直系血族、兄弟姉妹などが扶

養義務者と定められ、この間柄での

生活費や教育費の援助は、「原則とし

て」贈与税が「非課税」とされてい

ます。 

そもそも非課税なので、年 110 万

円という暦年課税の非課税枠を考慮

する必要はありません。また、扶養

義務者が複数いる場合でも、誰が優

先的に扶養するべきかについて、関

係の近さや資力の多寡によるといっ

た決まりはないのです。 

従って、親子に限らず祖父母と孫

も「直系血族」の間柄であり、孫の

教育費を祖父母が負担しても、贈与

税は「原則として」かかりません。

たとえ孫の親である子の年収が高く

ても、祖父母による援助の目的が相

続税対策だったとしても、です。 

もし三世代が同居しているなら、

わざわざ贈与をしなくても、祖父な

ど最も財産の多い人が一家全体の生

活費を賄えば、贈与税の負担なく合

法的に、将来、相続税の課税対象と

なる財産を減らせます。 

ちなみに、扶養義務者の「扶養」

の意味は、所得税や社会保険におけ

る「扶養に入れる・入れない」とは

別の概念なので、その点は気にしな

くていいでしょう。 

 

●通常必要と認められるものだけ 

ただ、「原則として」非課税と述べ

たのには理由があります。非課税で

援助するには、いくつか条件がある

からです。 

まず、生活費や教育費名目ならい

くらでも、青天井で非課税になるわ

けではありません。あくまで「通常

必要と認められるもの」に限ります。 

どの程度が「通常必要」なのかは

家庭ごとに千差万別なので、上限い

くらまでという金額の基準は設けら

れていません。必要性や資力など、

「一切の事情を考慮して社会通念上

適当と認められる範囲」という判断

基準を、国は示しています。 

この「通常必要と認められるもの」

には、日常の衣食住にかかる費用に

加え、特別な医療費なども含まれま

す。大学院や医学部への進学費用、

留学費用などの多額の学費も、家庭

環境や教育水準、本人の能力などか

らその教育費が必要な場合は、非課

税になると考えて構いません。 

 

●必要な都度、直接、生活費や教育

費に充てるものだけ 

さらに、その援助が「必要な都度」

「直接、生活費や教育費に充てるた

め」に行われている必要があります。 

祖父母が孫の大学 4 年間分の学費

を、まとめて孫の口座に一括で振り

込むケースは「必要な都度」とはい

えません。祖父母自身が直接大学に

学費を振り込むなど、必要な都度、

援助した方がよいでしょう。 

なお、離婚や非嫡出子の認知の際、

将来、子の養育費が支払われなくな

るリスクを避けるため、親権者や監

護者にならなかった側の父母から、

一括で金銭を受け取ることがありま

す。これは、生活費や教育費として

子の年齢などからみて相当と認めら

れる額の場合は、一括払いでも例外

的に贈与税は非課税として扱われま

す。 

 

●親族にお金を貸すときの注意点 

子や孫がマイホームを買うときに、

お金を「あげる」のではなく、「貸し

て」援助することもできます。不動

産価格が上がり、「贈与したいが住宅

取得資金特例の非課税枠では足りな

い」、「あげる余裕はないが、貸すこ

とならできる」というご家庭は多い

です。 

このときに一番怖いのは、貸した

お金の全額に贈与税がかかること、

つまり、貸付を装った贈与だと税務

署から指摘されることです。返済期

日・方法・利率を定めた書面を作り、

署名押印の上保管しておきましょう。 

とはいえ、重視されるのは「形式」

より、過去の返済実績を全体として

見た印象、つまり「実態」です。多

少の返済日のズレや返し忘れは問題

視されませんが、「出世払い」や「あ

るとき払いの督促なし」は絶対にダ

メです。他人同士の貸し借り同様、

契約通りに振込で返済しましょう。 

たとえ無利息でもきちんと返済を

続けていれば、貸付額の全額を贈与

認定されることはありません。利息

相当額に贈与税が課せられる可能性

はありますが、暦年課税なら非課税

枠の年 110万円に収まることが大半

です。 

肝心なのは身内だからといってあ

いまいにせず、他人に貸すときと同

じようにすることです。贈与税の各

種特例に加え、既存の制度も上手に

活用しながら、家族で物価高を乗り

切りましょう。 
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